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１．はじめに

2000 年頃，ビジネス関連発明の特許出願が急増し

た。特許庁ウェブサイトの「ビジネス関連発明の最近

の動向について」(1)によると，ビジネス関連発明の出

願件数は，2000 年に急増し，前年比の 4.8 倍の 2 万件

弱に達した。その後，減少傾向であったが，2011 年に

増加傾向に転じ，2015 年に 8千件弱に達した。

出願件数は，2015 年時点で 2000 年のピークに及ば

ないが，特許査定件数は，2000 年からずっと，ほぼ右

肩上がりである。2000 年頃の大ブームの頃は，法上の

発明に該当しないものや新規性または進歩性のない発

明が数多く出願されたが，保護されるべきビジネス関

連発明は，確実に増え続けている。IoT（Internet of

things），AI（Artificial Intelligence），ビッグデータな

どの技術がますます発達しており，今後もこの傾向が

続くと予測される。

詳細については第 2章に委ねるが，ビジネス関連発

明の特徴は，複数の装置が構成要件として含まれてお

り，これらの装置が通信し，装置ごとに使用者が異な

る点にある。一部の装置を外国や公海上の船舶など国

外に設置することが可能である点も，ビジネス関連発

明の特徴である。

特許発明は特許請求の範囲に記載される構成要件に

よって一体的に構成されるので，特許権の直接侵害が

成立するためには，イ号が構成要件のすべてを充足す

ることが必要である（権利一体の原則）。さらに，「業

として」の実施でなければならない（特許法 68 条）。

したがって，個人的な実施である場合は侵害にならな

い。

これらが，ビジネス関連発明の特許権を行使する際

に他の分野の発明の特許権よりも足かせになりやす

い。装置ごと，つまり，構成要件ごとに実施の主体が

異なるので，権利一体の原則を満たさない可能性が高

い。しかも，一部の使用者が個人であれば「業として」

に該当しない可能性が高い。

そこで，日頃の実務において我々は，サブコンビ

ネーションクレームを特許請求の範囲に記載している

が，サブコンビネーションは構成要件数がシステム全

体よりも少ないがゆえに進歩性の面で権利取得性が低

いため，サブコンビネーションクレームを当てにし過

ぎてはいけない。しかし，システム全体のクレーム

は，権利行使しにくい。

従前の裁判例は，ビジネス関連発明の問題点をクリ

アにするまでには至っておらず，規範的ではない。

よって，どのように明細書を作成しクレームを定めれ

ばよいのか，依然として悩ましい。

規範になる裁判例が表われたり従前の問題点を解消

するように特許法が改正されたりすればよいのだろう

が，これらをただ待っているだけでは，どうしようも

ない。現状の下，どのようにすればビジネス関連発明

の確実な保護を得ることができるのかを考えなければ

ならない。これを考えているときに，ふと思い浮かん
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だのが「生産」である。

従来，ビジネス関連発明の侵害事件を検討する際

に，イ号を誰が使用したのか，という点に着目しがち

である。完成したシステムは，上述の通り，システム

を構成する装置ごとに使用者が異なることが多いし，

一部の装置が「業として」ではなく個人的に使用され

ることも，しばしばである。よって，複数主体の問題

や「業として」の問題に遭遇しがちである。

しかし，そもそも，システムは，特定の事業者が立

案して構築されることが多い。そこで，システムの構

築の段階の行為をイ号行為として特定することができ

るクレームを作ることができれば権利行使しやすくな

るのではないかと，考えた。

ここで特許法 2条 3 項を見てみると，

「この法律で発明について「実施」とは，次に掲げる行

為をいう。

１ 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあ

つては，その物の生産，使用，譲渡等（譲渡及び貸

渡しをいい，その物がプログラム等である場合に

は，電気通信回線を通じた提供を含む。以下同

じ。），輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等

のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

２ 方法の発明にあつては，その方法の使用をする行為

３ 物を生産する方法の発明にあつては，前号に掲げ

るもののほか，その方法により生産した物の使用，

譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする

行為」

と発明の実施を定義している。

3号は「物を生産する方法の発明」について規定し

ているが，1号によると物の発明の実施行為に「生産」

が含まれている。したがって，「物」の発明をクレーム

に記載しておけば「生産」行為について権利行使する

ことができる，とも考えられる。

しかし，エンドユーザのクライアント(例えば，パー

ソナルコンピュータやスマートフォン)の生産がソフ

トウェアのインストールであるならば，「業として」の

問題を解決することができていない可能性がある。

そこで，システムの構築を特徴とする発明を「物を

生産する方法の発明」として特許請求の範囲に記載す

ればよいのではないかと，考えた。つまり，システム

の構築の際のすべてのステップを特定の事業者が行っ

ているようなクレームを記載することを，思い付い

た。

そして，KTKソフトウェア研究班は，2つの仮想事

例を想定し，「○○システムを生産する方法の発明」の

クレームについて検討した。

以下，第 2章では，システム発明の国内外の判例お

よび問題点について述べる。第 3章では，3D プリン

タによるマグカップ製造システムを仮想事例として想

定し，このシステムを生産する方法の発明のクレーム

について述べる。第 4章では，ブロックチェーンによ

る著作権管理システムを仮想事例として想定し，この

システムを生産する方法の発明のクレームについて述

べる。

２．システム発明の国内外の判例および問題点

（１） システム発明の前提となる現代の環境

現代のコンピュータネットワークを利用した様々な

サービスは，一つの装置だけで完結することはまずな

く，他の会社等に設置された装置と通信することにな

る。他社向けサービスであればサーバとクライアント

は当然に別の会社（法人）に置かれて実施される。個

人向けスマートフォンがクライアントとなる，システ

ムの一部を個人が所有する端末が担うケースは一般的

になった。さらには産業界を挙げて IoT（もののイン

ターネット：Internet of Things）と呼ばれる，あらゆ

る「もの」にセンサとネットワーク機能を取り付けて

繋げる仕組みが広がり，クライアントの数はさらに拡

大する傾向にある。一方で，サーバ側も分散化が進

む。多数のアクセスがあるサイトを運用する際に，メ

インサーバのコンテンツを位置の離れた多数のサーバ

にキャッシュさせてアクセスを最寄りのサーバへと分

散する CDN（コンテンツデリバリネットワーク）は

90 年代から現代まで利用され続けている。現代のス

マートフォン向けに自社サービスを利用するためのア

プリを配布するのは米国 Apple社の iTunes store と

米国 Google 社の Google Play Store を使うのが定番

である。サービスを実行するサーバとして自社設置

サーバではなくレンタルサーバを用いてセキュリティ

その他の保証を他社に任せてコストを削減するのは現

実的な選択である。ユーザの急拡大を期待するサービ

スを提供するのであれば，米国 Amazon社が提供す

るAmazon Web Service（AWS）に代表される(2)クラ

ウドサーバを利用することが推奨される。さらに近年

は中国市場の拡大に伴い，中国企業による我が国への

サービス提供が増えつつある。ビットコインに代表さ
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れるブロックチェーンは分散型台帳ネットワークと呼

ばれるように，多数の端末が互いに連携することで

サービスを構成する。

かくて，複数の装置，複数の主体（個人及び法人），

複数の国家が関与するのが，現代のコンピュータネッ

トワークサービスである。装置や主体を特定するのが

困難なこともある。それに関する発明も当然にこの影

響を受ける。

（２） 我が国におけるコンピュータソフトウェア関

連発明のクレーム構成

我が国におけるコンピュータソフトウェア関連発明

では，一般的に次のような構成のクレームが検討され

る。装置発明，システム発明，方法発明，プログラム

発明である。ケースバイケースだが大まかには表 2−

1 のような一長一短の傾向にある。権利取得性と実効

性の両立を目指すため，多くの場合これらを複数並べ

て出願する。

表 2− 1

形式 権利取得性 実効性(権利行使面)

装置
（サーバ）

△サブコンビネー
ションの記載が必
要なことがある

△相手サーバを接収
して特定することが
難しい

装置
（クライアント）

×特徴が不十分な
ことが多い

×一般ユーザ向けは
「業として」ではな
い。間接侵害頼み。

装置
（IoT機器)

×それ自体は特徴
が不十分なことが
多い

◎企業により大量に
設置されやすく，構
成要件も少ない。

システム ◎全構成を記載し
やすい

△複数主体問題の解
決が必要

方法 ○全構成を記載し
やすい。動作主体
の表現には注意

○手順が表に出る形
式なら特定しやす
い。表現次第で複数
主体問題

プログラム
（サーバの動作）

△サブコンビネー
ションの記載が必
要なことがある

△ソースコードが入
手できないと動作特
定が難しい

プログラム
（クライアントの
動作）

×特徴が不十分な
ことが多い

◎配布アプリが表に
出てくる

プログラム
（システム全体）

○全構成を記載し
やすい。

？複数のプログラム
群からなり，何が対
象かはっきりしない

このうち装置はサーバだけでなく，クライアントや

その他 IoT端末の場合もある。複数の装置が関係す

るネットワーク利用発明では，サーバであっても一つ

の装置のみで特許権を取れる条件は限られる。他の装

置と関連する動作を特定するには，サブコンビネー

ションのクレーム(3)，すなわち，対になって用いる他

の装置の動作を記載することによって，その装置自体

の機能を特定するようにするといった工夫がされる。

発明の主要部となる側の装置であれば特許権を確保す

るのは現実的だが，送信された情報を表示するだけの

端末や，測定したデータを送信するだけの端末では，

他の装置の動作を記載しても当該装置自体の機能を特

定したことにならない場合も多い。

また，企業向けサービスのクライアントならまだ権

利行使も可能だが，一般ユーザ向けのサービスでのク

ライアント側の特許権は，取得しても「業として」で

はないため直接侵害での権利行使はほぼ不可能とな

る。クライアントの製造に用いるアプリの配布を間接

侵害で止めることができるかどうか，という問題にな

る。このため，クライアント用のプログラムでも権利

を確保することが望ましい。だがそのプログラムク

レームの構成要件が含む内容はクライアントクレーム

の構成要件とほぼ同様であり，機能上の特徴はサーバ

側に偏りやすいため，クライント側での権利確保は難

しくなりやすい。

サーバでも端末でも権利確保が難しいなら，発明の

全ての構成要件を記載して権利確保しやすいシステム

クレームや方法クレームで発明を保護しようとするこ

とが多くなる。構成A，B，C，D，Eからなるシステ

ム及び方法を例にする。法人甲が構成A〜Eの全てを

業として実施していたらシステムでも方法でも直接侵

害が成立する（図 2− 1左）。構成A，B，Cだけを実

施していたら直接侵害は成立せず，間接侵害の可能性

を探ることになる（図 2− 1中）。構成A，C，Eを甲

が業として実施し，構成 B，Dを乙が業として実施し

ていたら，それぞれは侵害ではない（図 2− 1 右）。

図 2− 1

このような状況はサーバクライアント型システム

や，ブロックチェーンのような複数クライアント型シ

ステムで生じうる。このように複数の装置と実施主体

が絡むケースでは，特許権が侵害されているにもかか

わらず，そのままでは差止請求が困難である。甲と乙

との共同不法行為（民法 719条）が成立する可能性は

あるが，その条件は厳しい。上記の例では，Google
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MAPで API を提供している Google社や，クラウド

サーバを提供している Amazon社が，ユーザである

甲への特許権侵害訴訟において上記乙の立場で共同不

法行為者になるか否か，答えは出ていない。

（３） 国内の複数当事者の裁判例

法律の原則だけでは明確に判断できない以上，上記

のような複数当事者が関与する場合の判断は裁判に委

ねられてくる。

システム関連発明ではないが共同侵害の例として，

発泡性ポリスチロール（スチロビーズ）事件（大地判

昭 36 年 5月 4 日（昭 35（ヨ）第 493号））がまず挙げ

られる。複数の者の行為によって結果として構成要件

の全てが実行され，特許権者の実施の占有状態を損な

う第三者の実施状態が現出している場合に共同侵害が

成立するとの例である。ただし，その後の学説におい

て，複数の者が「主観的に」共同関連していることが

必要であるか否かについて意見が分かれている(4)。

次に挙げられるのが電着画像事件（東京地裁平成 13

年 9月 20 日（平 12（ワ）第 20503号））である。文字

盤用のシールを製造し，貼り付ける方法の発明であ

る。侵害を問われた甲は文字盤専用のシールを作り，

最後に文字盤を貼り付ける乙にシールを販売する。そ

れ以外に用途のないシールであり，乙は必ず最後の工

程を実施することになる。このように「意思の共同が

ない二つの主体によって方法の特許が分担実施されて

いる場合でも，そのうちの一当事者が他の当事者の道

具として一部を実行しているに過ぎない」場合は，甲

は乙を道具として発明を実施しているものと判断され

た。一般にこれを「道具理論」と呼ぶ。

システム関係の複数主体による実施の代表的事件と

しては，眼鏡レンズ供給システム事件（HOYA事件：

東京地裁平成 19年 12月 14 日判決，平成 16 年（ワ）

第 25576 号）が挙げられる。眼鏡屋（乙）がレンズ製

造に必要な情報を集めて発注側コンピュータから送信

し，レンズの製造を請け負う製造会社（甲）が製造側

コンピュータでこれを受信する。この事件では，発明

の実施行為を行っている主体に関する判断は「当該シ

ステムを支配管理している者は誰かを判断して決定さ

れるべきである」との指針が示された。「支配管理理

論」と呼ばれるこの考え方は，現在のネットワーク関

連発明において特に有意義なものである。

さらにシステム関係の複数主体による実施の事件と

して，インターネットナンバー事件(5)（知財高裁平成

22 年 3月 24 日判決，平成 20 年（ネ）第 10085 号）が

挙げられる。一般ユーザの PCからサーバへのアクセ

スを「提供する方法」の発明である。すべての構成要

件中ユーザ PC 側の処理に対応する構成要件が多い。

PC で記述子を入力し，サーバが記述子に対応する

URLを呼び出してその URLを PCに返送し，PCで

は当該 URLを用いてページを表示する。この発明の

実施主体は，上記のような「アクセスを提供する方法」

の実施主体であって，当該方法を提供して当該サービ

スを実施する者であると解するのが相当である，との

判断が示され，サーバ運用者である被告に対してサー

バの除却及びデータベースの消去が命じられた。本事

件の被告は韓国法人の日本法人であるが，該当する

サーバが韓国にあったのか我が国にあったのかは明示

されていない。もし韓国にサーバがあった場合，果た

して権利侵害の行為地はどこになっていたのかは議論

になっている。また，もし発明が「提供する方法」で

はなく単純方法であったら侵害が成立したか，変わっ

てくる可能性があった。

（４） 米国における裁判例とその考え方

米国ではシステム発明の実施が国境を跨いだ事件と

して NTP, Inc. v. RIM, Ltd. 事件（Blackberry 事

件(6)：418 F.3d 1282 (Fed.Cir.2005)）がある。メール

配信に関するシステムであるが，被告である RIM社

はカナダの会社であり，構成要件であるサーバの一部

がカナダに存在した。方法のクレームでは各構成要件

が米国で実施されていないために非侵害とされたが，

システムのクレームでは米国における顧客が恩恵を享

受しており侵害であると判断された(7)。なお，本件は

最終的に和解して差止は回避されたが RIM社の経営

に影響を与える多額の和解金が払われている。

一方，複 数 当事者 に よ る 実 施 に ついては，

AKAMAI 事 件（Akamai Technologies, Inc. v.

Limelight Networks, Inc.）がある。コンテンツをユー

ザに配信する方法の発明について，そのためにタグ付

する作業をユーザにさせそれ以外の部分を被告が行っ

ていた。当初は誘引侵害（米国 271 条（b））に該当す

るか否かが争われたが判断は二転三転した。最終的に

は，全ステップを実施していなくても第三者に指示を

出しており指示者が利益を得ているのであれば「直接

侵害」であるとの判断に至っている。
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上記 2事件には共通した考えがある。RIM 事件で

は米国国内で顧客が恩恵を享受しているか否かで判断

し，AKAMAI事件では指示者が利益を得ている点が

判断を決めた。すなわち，利益を得ている者が誰か，

が侵害の判断における要点であるという考え方が見え

る。このため，米国では複数主体や域外適用は大きな

問題とはなりにくいと考えられる。

（５） 我が国における複数主体及び域外適用の問題点

我が国の判決で示されている考え方は米国ほど自由

度があるわけではない。例えば道具理論では，スマー

トフォン向けの情報配信サービスで，サーバ側で送信

した情報を受け取ったクライアント側の処理が確定し

ているような場合にこれに近い状況になると想定され

る。だがユーザの端末に送り込んでユーザにサービス

を提供するケースで，ユーザがサービス主体の道具と

して一部を実行している，という考えが成立するかは

疑問が残る。

支配管理理論でも，支配管理とは何か，という問題

が生じる。例えばブロックチェーンネットワークを形

成する場合，発端となる者はいても，動き始めたブ

ロックチェーンは分散台帳型ネットワークというよう

に，中央管理者が存在せずに稼働し続けることにな

る。

また，システムや方法の一部が海外のサーバで実行

されたとき，米国のような利益享受者基準で判断され

るとは限らない。サーバが国内にあれば国内での実施

といえるのか，それともユーザが日本語でサービスを

受けていたら海外サーバでも国内実施といえるのかも

定かではない。さらに，道具理論にしても支配管理理

論にしても最高裁判決ではなく，今後覆る可能性は十

分に考えられる。従って，これらの理論に頼りきった

クレーム構成を続けることは好ましくない。

３．仮想事例 1「3Dプリンタによるマグカップの

製造システム」

当研究班は，「○○システムを生産する方法」クレー

ムが第 2章で述べた問題点をクリアするのではないか

と考えた。そこで，このクレームの有効請求項を，2

つの仮想事例に基づいて検討した。

1 つ目の仮想事例は，3D プリンタによるマグカッ

プの製造システムである。図 3 − 1 のように個人の

ユーザがパソコンによってインターネット上で複数の

マグカップ画像から好みのデザインのマグカップを選

択して注文し，メーカが 3D プリンタで製造するビジ

ネスは公知であった。

図 3− 1

このシステムは，注文できるデザインが限られるの

で，オリジナリティーに欠ける。しかし，ユーザが 3

次元 CADを使用して好みのマグカップをデザインす

るのは難しい。

そこで，発明者は，図 3− 2 のようなシステムを発

明した。パソコンは，容器，把手，および模様それぞ

れの画像リストを表示し，容器，把手，および模様そ

れぞれ 1つずつユーザが選択するごとに，選択された

容器，把手，および模様を組み合わせたマグカップの

画像を表示する。画像が表示されたマグカップのうち

のいずれか 1 つをユーザが選択すると，パソコンは，

選択されたマグカップの 3Dデータを生成しメーカの

サーバへ送信する。

メーカのサーバは，パソコンから受信した 3Dデー

タに基づいて 3D プリンタでマグカップを製造する。

パソコンにこれらの処理を行わせるためのソフト

ウェアは，メーカから配付され，パソコンにインス

トールされる。

図 3− 2

このシステムを「物の発明」として捉えると，次の

請求項 1 のように記載することができる。
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【請求項 1】

クライアントおよびサーバを有するマグカップ製造

システムであって，

前記クライアントに，

複数の容器，複数の把手，および複数の模様それぞ

れの画像を表示する選択肢表示手段と，

前記複数の容器，前記複数の把手，および前記複数

の模様それぞれから容器，把手，および模様が 1つず

つ選択されるごとに，当該選択された容器，把手，お

よび模様を組み合わせたマグカップである候補マグ

カップの画像を表示する候補マグカップ表示手段と，

前記候補マグカップのうちの注文マグカップとして

選択されたものの 3Dデータを生成する生成手段と，

前記 3D データを前記サーバへ送信する送信手段

と，

が設けられ，

前記サーバに，

前記 3Dデータを前記クライアントから受信する受

信手段と，

前記 3Dデータに基づいて前記注文マグカップが製

造されるように 3D プリンタを制御する制御手段と，

が設けられる，

ことを特徴とするマグカップ製造システム。

ここで，請求項 1 に係る発明の「生産」について検

討する。

もしも，イ号システムのクライアントが，ユーザが

個人的にコンピュータプログラムをパソコンにインス

トールすることによって準備されたものである場合，

このインストール作業は，「業として」に該当するだろ

うか。該当しない可能性が高いだろう。

もちろん，クライアントのサブコンビネーションク

レームやクライアントのコンピュータプログラムク

レームを権利化することができれば問題ないのだろう

が，上述の通り，システム全体の構成要件を含まなけ

れば進歩性を満たさない可能性がある。

そこで，「マグカップ製造システムを生産する方法」

のクレームを当班の各メンバが個々に作成し，全員で

検討した。

作成したクレームには，主に次の請求項 2〜4 のよ

うな 3つのタイプが見られた。

【請求項 2】

クライアントおよびサーバを有するマグカップ製造

システムを生産するマグカップ製造システム生産方法

であって，

複数の容器，複数の把手，および複数の模様それぞ

れの画像を表示する選択肢表示処理と，前記複数の容

器，前記複数の把手，および前記複数の模様それぞれ

から容器，把手，および模様が 1つずつ選択されるご

とに，当該選択された容器，把手，および模様を組み

合わせたマグカップである候補マグカップの画像を表

示する候補マグカップ表示処理と，前記候補マグカッ

プのうちの注文マグカップとして選択されたものの

3Dデータを生成する生成処理と，前記 3Dデータを

前記サーバへ送信する送信処理とを実行するためのコ

ンピュータプログラムを前記クライアントにインス

トールする作業をユーザに行わせ，

前記 3Dデータを前記クライアントから受信する受

信手段と，前記 3D データに基づいて前記注文マグ

カップが製造されるように 3D プリンタを制御する制

御手段と，を前記サーバに設ける，

ことを特徴とするマグカップ製造システム生産方

法。

【請求項 3】

クライアントおよびサーバを有するマグカップ製造

システムを生産するマグカップ製造システム生産方法

であって，

（中略）コンピュータプログラム（※請求項 2 と同じ

コンピュータプログラム）を前記クライアントへ配付し，

（中略。※請求項 2 と同じ手段）を前記サーバに設

ける，

ことを特徴とするマグカップ製造システム生産方法。

【請求項 4】

クライアントおよびサーバを有するマグカップ製造

システムを生産するマグカップ製造システム生産方法

であって，

（中略）コンピュータプログラム（※請求項 2 と同じ

コンピュータプログラム）を，前記クライアントにダ

ウンロードすることができるように配付サーバに用意

しておき，

（中略。※請求項 2 と同じ手段）を前記サーバに設

ける，

ことを特徴とするマグカップ製造システム生産方法。
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つまり，クライアントを生産するステップの書き方

として，

（ａ）クライアントにコンピュータプログラムをイン

ストールする作業を業者がユーザに対して行わせ

る。

（ｂ）クライアントへコンピュータプログラムを配付

する。配付するが，インストールする作業について

は限定しない。

（ｃ）クライアントへコンピュータプログラムを配付

可能にする。配付サーバにコンピュータプログラム

を準備しておくだけであり，ダウンロードする作業

もインストールする作業も限定しない。

の 3つタイプが提案された。

クライアントをセットアップする手順は，一般に，

＃ 1：コンピュータプログラムを配付サーバに用意す

る（配付可能にする）

＃ 2：クライアントにコンピュータプログラムを配付

する

＃ 3：クライアントにコンピュータプログラムをイン

ストールする

であるが，上記 a，b，cは，それぞれ，ステップ＃ 3，

＃ 2，＃ 1 に相当する。

ステップ＃ 1，＃ 2，＃ 3の順にユーザの関与の度合

が小さい。よって，a，b，c の順に侵害の立証性が高

い。

しかし，a，b，cの順にシステムの「生産」らしさが

乏しくなる。ステップ＃ 3まで行わなければシステム

が完成しないからである。よって，請求項 3または請

求項 4 は，審査において，課題が解決されておらず特

許法 36 条 6項 1 号の要件を満たしていないと判断さ

れる可能性が高いかもしれない。

これらを纏めると，表 3 − 1 の通りである。

表 3− 1 請求項 2〜4のポイントの対比

手順 #1 サーバ用意
#2 配布
(download)

#3 インストール

対応ク
レーム

請求項 4（c）
（配布可能状態）

請求項 3（b）
（配布まで）

請求項 2（a）
（ユーザにさせ
る）

ユーザ
関与

小 中 大

侵害立
証性

高 中 低

生産ら
しさ

弱 中 強

ただし，請求項 3 または請求項 4 の発明であって

も，それを使用すれば，やがてマグカップ製造システ

ムが完成する。よって，作用効果を上手く説明すれ

ば，この問題をクリアできるかもしれない。

いずれにせよ，請求項 2〜4 の発明は，事業者がシス

テムを構築する際の行為のみを特定しているので，請

求項 1 の発明よりも権利行使しやすいと言える。

しかも，配付サーバを特に限定していないので，配

付サーバは，マグカップを製造する事業者またはこの

システムを提供する事業者が用意したサーバであって

も，アップル社，グーグル社，またはマイクロソフト

社など，マグカップの製造とは無関係の企業のアプリ

ストアのサーバであっても，構わない。配付サーバの

設置場所も国内外を問わない。請求項 3，4は，この点

が優れている。

以上の通り，「○○システムの生産方法」クレーム

は，特定の事業者によるシステムの構築に照準を絞

り，個人ユーザの行為を排除しているので，従来の全

体システムクレームよりも権利行使しやすいと考えら

れる。

なお，3Dデータを受信しそれに基づいてマグカッ

プを 3D プリンタに製造させるサーバが既に存在する

ならば，「…受信手段と…制御手段と，を前記サーバに

設ける」というステップが限定要件として含まれない

ように独立項を記載し，このステップを従属項で限定

するのが望ましいだろう。この場合，独立項は，コン

ピュータプログラムの準備，配付，またはインストー

ルのステップのみが構成要件として含まれることにな

る。

仮想事例 1は，ビジネスを企画した者以外のプレー

ヤが 1種類しか登場しないが，次に説明する仮想事例

2は，複数，登場する。

４．仮想事例 2「ブロックチェーンを用いた著作

権登録システム」

（１） ブロックチェーン特有の問題

近年ブロックチェーンを用いた新たなビジネスモデ

ルが実用化されつつある。ブロックチェーンは，ナカ

モトサトシ氏の論文に記載されたビットコイン発行・

取引を実現するための分散台帳技術であり，インター

ネットに次ぐブレークスルーといわれている。

ブロックチェーンは，仮想通貨だけではなくイーサ

リアムを用いたスマートコントラクト，不動産売買，
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知的財産権の管理，電力売買，医療データの管理，サ

プライチェーンの管理等，様々な分野に広がりを見せ

ている。

このブロックチェーンは中央集権的なサーバが処理

主体となるのではなく，インターネット上に分散する

ノード，サービスを利用するユーザ，さらにはブロッ

クチェーンの合意形成を行うマイナー等様々なプレー

ヤが現れて個別に処理を行う。

そうすると上述した各章と同様の問題が発生する。

すなわち，各プレーヤの実行する処理をクレームすれ

ばよいのであるが，一プレーヤの個別処理では進歩性

が十分に主張できないこととなる。

図 4− 1

上図の例では第 1 のノードが A処理及び B処理を

行い，第 2のノードが C処理を実行する。つまり，ブ

ロックチェーンを構成する第 1ノードによる A処理

と B処理，そしてその後第 2ノードにより実行される

C処理により，一連の処理が完結する。

A処理及び B処理を含むプログラムクレームは効

果的であるといえるが，C処理だけでは進歩性を主張

しにくい。方法クレーム及びシステムクレームは有効

であろうか。方法クレームでは複数主体の問題が発生

する。ブロックチェーン上のエコシステムに参加する

ノード，マイナー，ユーザの用いる機器は各プレーヤ

の所有物であり，競合他社が支配・管理するものとも

言えないから，システムクレームも効果的ではない。

そうすると，上述した第 3章と同様に，A処理〜C処

理全体の仕組みを有するシステムの製造方法クレーム

とするアプローチが有効であるといえる。

本章では，ブロックチェーン上で著作権を登録する

エコシステムを仮想事例として挙げ，同様にシステム

の製造方法で有力な特許を取得できるか否かを検討する。

（２） 仮想事例

【発明の名称】

ブロックチェーンを用いた著作権登録方法

【解決すべき課題と目的】

著作権侵害訴訟となった場合，著作物を「いつ」，

「だれが」著作したかが問題となる。著作権訴訟では，

「いつ」，「だれが」を立証する証拠が不十分として訴え

が却下される事が多い。特に証拠が重視される中国，

改竄・日時の記録が難しいデジタルコンテンツの場

合，それが顕著である。実務上，文化庁などに著作権

登録する意識も低い。

本発明は，ブロックチェーン技術を用いて著作権者

が著作物を登録することにより，日時，著作権者及び

著作物を改竄不可能に登録することが可能な方法を提

供することを目的とする。

【解決手段】

具体的な手順は以下に示す通りである。

１．第 1 アプリを DL（ダウンロード）した著作権者

は著作物を受取人（例えば弁理士会のコインアドレ

ス）宛として，ブロックチェーンにブロードキャス

トする。その際手数料が必要となる。仮想通貨は

「XYZ」という単位の仮想の仮想通貨であるものと

し，1XYZを手数料とする。

２．著作物は著作権者のキーにより署名されている。

３．下記トランザクションが生成され，ブロック

チェーン上にブロードキャストされる。

なお，著作物自体をトランザクションに含めるので

はなく，著作物のハッシュ値をトランザクションに含

めブロードキャストしてもよい。
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図 4− 2

４．同様に他人の著作物 B，著作物 Cのトランザク

ションも生成され，ブロックチェーン上にブロード

キャストされる。

５．未承認の著作権を含むトランザクションが蓄積さ

れる。マイナーはプルーフオブワークを行うための

第 2アプリを DLしておく。マイナー間のプルーフ

オブワークにより，最初に Nonce を発見したマイ

ナーに手数料（例えば 3XYZ）が支払われる。つま

り，マイナーには未処理トランザクション内に含ま

れる総手数料が支払われる。

６．新たなブロック N＋ 1 が連結される。

効果：著作物が改ざん不可能に登録される。著作権者

はキーを用いて自身が権利者であること，タイムスタ

ンプによりいつ著作したかをいつでも立証できる。

（３） クレーム案

上記発明については上述した第 3章と同じく，下記

のシステムの製造方法クレームを作成することができる。

【請求項】

著作権者コンピュータに著作物に関するデータ，手

数料及び受取人宛先を含むトランザクションデータを

ノードに配信させる第 1アプリを配信し，

第 1 アプリのインストールにより各著作権者コン

ピュータから送信された著作物に関するデータを含む

トランザクションデータを複数受信した場合に，プ

ルーフオブワークを実行させる第 2 アプリを各マイ

ナーコンピュータへ配信し，

第 2アプリのインストールによりプルーフオブワー

クに成功したマイナーコンピュータの宛先及び各著作

権者コンピュータから送信された総手数料を含むトラ

ンザクションを配信する前記受取人宛先に係るコン

ピュータを含むシステムの製造方法。

（４） 考察

競合の侵害行為を差し止めるためには，著作権者の

スマホにインストールされる第 1アプリの配信と，マ

イナーのコンピュータにインストールされる第 2アプ

リの配信行為とを停止させることが効果的である。本

システムを実装するのに必要な第 1アプリ，第 2アプ

リを配信して本システムを完成（製造）させる業者の

行為は，システムの製造方法の使用行為に該当すると

いえよう。

研究会では様々なパターンのクレームが提案され

た。上述のクレームではアプリを「配信」する行為を

記載しているが，配信に至る前の「保持」，「記憶」が

良いのではという意見があった。すなわち，第 1アプ
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リ及び第 2アプリを配信のために保持する段階を権利

化しようとするものである。ただし，保持・記憶して

いるだけでは，アプリがインストールされていないた

めシステムが「製造」されているとはいえず，記載要

件違反になるのではないかという意見があった。

一方で，「配信」から一歩進んで「インストールさ

せ」とまで記載したほうが，より「製造」に近いので

は，という意見もあった。その他，システムクレーム

の形式でシステム構成を従来通りプリアンブルに記載

し，その後に当該システムを製造するプロセスを記載

すればよいのではという意見もあった。すなわち，

「・・・を含むシステムの製造方法であって，

第 1アプリを著作権者コンピュータに配信し，

第 2アプリをマイナーコンピュータに配信すること

で前記システムを製造する方法」

とするものである。いずれの請求項案も一長一短が

あり具体的案件に応じて使い分けていけばよいであろう。

また本クレームは製造方法の発明であるため，特許

法第 104 条(8)の推定規定の適用を受けることができ

る。つまり，ソフトウェア特許は侵害立証が困難であ

るところ，被告側に挙証責任を転嫁することができる

ため，システムの製造方法をクレームの一つに含めて

おくことで戦略的な訴訟アプローチをとることができ

る。

その他，ブロックチェーン上にブロードキャストさ

れるトランザクションをデータ構造クレームの一種と

してクレーム化することも効果的である。

５．まとめ

以上述べた通り，本論文で提案した「○○システム

を生産する方法」のクレームは，システムクレームの

全技術的特徴を含み，かつ，「業として」問題，外国実

施および複数主体の問題を従来よりも軽減しているの

で，システムクレームよりも権利取得性および実効性

が高いと言える。

もちろん，方法・システムクレームに加えて，サー

バ，端末，IoT機器，コンピュータプログラムなどの

サブコンビネーションのクレームの権利化を目指すこ

とも，引き続き必要である。

提案したクレームが有効であるか否かは，審査の実

績も裁判の実績もないので，未知数である。欠点もあ

るだろうし，もっと深い議論をする必要もあるだろ

う。しかし，技術の急速な発達をキャッチアップする

には，クレームを従前の見本に合わせて淡々と書いて

いるだけでは足りず，常に工夫が必要であると，思う。

新たな方策を積極的に提案し実行し，ソフトウェア関

連の創作物の的確な保護が得られるように，これから

も研究を続けていきたい。

以上

（本稿の第 1，3，5章は坂田泰弘，第 2章は地代信幸，

第 4章は河野英仁がそれぞれ担当した）
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